●●に関する協定書（案）

　●●市（以下、「甲」という）と●●町（以下、「乙」という）は、●●町が管理する●●について、道路法第二十条の二（連携協力道路の管理）及び第五十五条の二（連携協力道路制度の管理に要する費用）に基づき、次のとおり協定を締結する。

第１条（目的）
　本協定は、●●の管理に対する取組として、甲が乙に委託する●●業務（以下、「業務」という）について、その対象施設、実施方法及び費用負担等を定め、適切な維持管理の実現を目指すことを目的とする。

第２条（基本方針）
　甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、役割分担を明確にし、相互に連携を図るものとする。

第３条（対象施設）
　本協定において対象とする施設は、別表１のとおりとする。

	別表１



第４条（権限代行）
権限代行の範囲は、道路法第二十七条第五項および施行令第五条の規定に基づくものとする。
ただし、以下については権限代行の範囲から除外する。
・道路法第●条…
・道路法第●条…

第５条（業務内容）
　本協定において対象とする業務の実施範囲は別表２のとおりとする。

	別表２



第６条（役割分担）
　本協定における事務の役割分担は、別表３のとおりとする。

	別表３



第７条（期間）
　協定期間は、協定締結日から●年●月●日までとする。

第８条（費用負担）
甲が実施する本協定に必要な費用は、乙が負担する。事務費は委託費の●％とする。

第９条（損害賠償等）
本協定に基づき実施する業務の実施に起因した第三者への損害及び第三者からの苦情については、
甲の責によりこれを処理する。

第10条（連絡会議）
甲及び乙は、協定の円滑な運営及び事業の適正な実施を図るため、関係自治体で構成する連絡会議
を設置する。
連絡会議は、次に掲げる事項を協議する。
・●●…
・●●…



別表１（路線区間を示す場合）
	
	路線名
	区間
	延長
	合計

	●●市
	●●線
	○○～○○
	…km
	

	
	●●線
	○○～○○
	…km
	

	
	
	
	
	計…km

	●●町
	●●線
	○○～○○
	…km
	

	
	●●線
	○○～○○
	…km
	

	
	
	
	
	計…km



別表１（施設名を示す場合）
	
	施設名
	路線名
	延長
	合計

	●●市
	●●橋/トンネル
	●●線
	…km
	計…橋/トンネル(…km)

	
	●●橋/トンネル
	●●線
	…km
	

	
	
	
	
	

	●●町
	●●橋/トンネル
	●●線
	…km
	計…橋/トンネル(…km)

	
	●●橋/トンネル
	●●線
	…km
	

	
	
	
	
	



別表２
	業務名
	業務項目
	業務内容

	●●業務
	・
・
	…
…

	●●業務
	・
・
・
	…
…
…

	
	
	



別表３
	業務内容
	甲（本来管理者）
	乙（代行管理者）

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	



